
　平成１８年４月に阿蘇市役所高齢

者支援課内に設置された阿蘇市地域

包括支援センターは、高齢者の総合

相談窓口としてさまざまな相談を受

け付け、保健・福祉・医療等のサー

ビスや制度を安心して活用していた

だけるよう、以下の事業に取り組ん

でいます。

■介護予防事業

　生活機能の向上を図る為、各地区の公民館等でいきいき教室

や、体力アップ教室などを開催しています。

■総合相談支援業務

　高齢者やその家族、近隣に暮らす方の介護に関する悩みや問

題にお応えします。

●�特別児童扶養手当とは
　２０歳未満の身体または知的・精神に中度以上の障がいを持つ児童を養育している父か母、または

　父母に代わって養育している方（養育者）に対し支給される手当です。児童が児童福祉施設などに

　入所している時は支給できません。

●�手当額
　手当の額は、児童１人につき、以下のとおりです。

　１級　　月額　５０,７５０円

　２級　　月額　３３,８００円　

■介護予防ケアマネジメン

　ト事業

　要支援１・２と認定された

方や、支援や介護が必要とな

るおそれが高いと判断された

方の、心身の状態の悪化をで

きる限り防ぐケアプランの作

成や評価などを行います。

■包括的・継続的ケアマネ

　ジメント支援業務

　地域のケアマネジャーが円

滑に仕事が出来るよう支援や

指導を行っています。また、

より暮らしやすい地域にする

ためのネットワークづくりに

も取り組んでいます。

■権利擁護事業

　高齢者の人権や財産を守る権利擁護や虐待防止の拠点として

成年後見制度の活用や虐待の早期発見・防止に取り組んでいます。

■家族介護支援事業、地域自立生活支援事業等

　住み慣れた自宅で生活を継続していただく為に、生活への支

援や介護者への支援を行います。

　保健師・社会福祉士、主任ケアマネジャー等がそれぞれの専門性に応じた支援を行いますので、

お気軽にご相談ください。　阿蘇市地域包括支援センター （阿蘇市役所高齢者支援課内） 　 ２２－３１４５

手当は、４月、８月、１１月にそれぞれ前月

（１１月は当月）までの４ヶ月分が支給されます。

※�まずは事前にご相談ください。

問い合わせ先

　健康福祉課　総合福祉係　　２２－３１６７

また、以下の３ヶ所でも総合相談窓口を開設していますのでご利用ください。

　◇一の宮在宅生活支援センター （特別養護老人ホームあそん里内）　　     ２２－５１５１

　◇阿 蘇 在 宅 生 活 支 援 セ ン タ ー  （阿蘇市社会福祉協議会内）　　　　　　  ３２－１１２７

　◇阿蘇みやま荘在宅生活支援センター   （特別養護老人ホーム阿蘇みやま荘内）　  ３４－１８７６


